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⚫法律に基づかない非法定白書(経済産業省の他の４白書(中小企業白書、小規模
企業白書、ものづくり白書、エネルギー白書)は法定白書、同様の非法定白書としては
経済財政白書等)

⚫毎年、閣議配布を行い発行(今年で76回目)

⚫国際経済動向や通商に影響する諸外国の政策の分析を通じて、通商政策の形成に
貢献するとともに、国民等に対して通商政策を基礎づける考え方や方向性を示す。

通商白書の位置づけ

１．位置づけ

２．作成の目的



通商白書2024の目次

第Ⅲ部 施策編

第１章 ルールベースの国際通商システム
第１節 G7/G20/OECD

第２節 APECを通じた地域経済統合の推進と
経済成長の促進

第３節 WTO全体の動向
第４節 経済連携協定の進展
第５節 投資関連協定
第６節 新たな多国間連携（IPEF、日米豪印、デジタル等）

第２章 各国戦略
北米、欧州、中国・韓国、ASEAN・大洋州、インド、
中南米、ロシア・中央アジア・コーカサス、中東、アフリカ

⚫ 通商白書は３部（Ⅰ動向編、Ⅱ構造編、Ⅲ施策編）で構成。
⚫ 第Ⅰ部では世界経済の動向と課題、第Ⅱ部では世界経済・日本経済の構造的課題について分析。
第Ⅲ部では通商分野に係る政府の取組を報告。
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第Ⅰ部 地域差が見られる世界経済の回復と我が国企業への影響

第１章 世界経済の動向
第１節 世界経済の現状と見通し

第２章 各国・地域経済の動向
第１節 米国経済
第２節 欧州経済
第３節 中国経済
第４節 グローバル・サウス経済

第３章 我が国企業による貿易及び投資の動向
第１節 我が国グローバル企業の動向及び

 我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーンの動向
第２節 我が国経常収支の動向

第Ⅱ部 グローバルな構造変化の中で我が国に求められる対応

第１章 ルールベースの国際経済秩序の維持・強化と我が国の役割
第１節 困難に直面する世界経済秩序
第２節 主要国による輸出管理政策・投資管理政策の動向
第３節 新しい産業政策の潮流と多国間協力・ルール形成の必要性
第４節 世界経済及び貿易構造の中長期的な展望と

                  新興国・発展途上国との連携強化及び共創の実現
第５節 包摂的で持続可能な成長及び発展の確保
第６節 ルールベースの国際経済秩序の維持・強化と我が国の役割

第２章 我が国経済のグローバルな成長の取り込みとリスクへの対応
第１節 主要国における輸入の特定の国への依存の状況
第２節 デリスキングという潮流の中で求められる我が国企業の対応と課題
第３節 我が国企業の海外市場との関わりと海外展開推進に向けた課題
第４節 グローバルな成長の取り込みを梃とした生産性・イノベーション向上、所得・投資の好循環の実現に向けて
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通商白書2024の主要なメッセージ

世界の分断が懸念される中、ルールベースの自由な国際貿易秩序の再構築が急務

⚫ 世界経済の回復に地域差が見られる中、インド等のグローバル・サウス諸国は高成長を維持し、我が国企業の事業拡大
意欲も旺盛。今後の高成長を確かなものにするには、ガバナンス・対外開放・イノベーションの実現を支援することが重要。

⚫ 全ての国にとって、ルールベースで自由な貿易秩序は経済発展の基盤。WTOの改革は引き続き喫緊の課題。

グローバル・サウス諸国の自立的発展のため、ガバナンス・対外開放等を支援。WTOの機能回復に向けた取組
を加速し、グローバルサウスを含む全ての国の経済発展の基盤である、ルールベースの国際貿易秩序を再構築。

⚫ 近年のコロナ禍や、地政学的なリスクの高まりにより世界経済の分断が深まる中、特定の国への過度な依存による
リスクが顕在化。同時に、保護主義の台頭への懸念が高まっている。

持続可能性や信頼性等の原則やそれに基づく要件が適切に考慮されるような、公平な競争条件（レベルプレイ
ングフィールド）を確保するべく、供給側・需要側両面に働きかけていくと同時に、そうした考え方の下、同志国で
協調し、「透明・強靱で持続可能なサプライチェーン」を構築していく。

企業のグローバルな成長拡大を強化

⚫ 円安は輸出の好機にも関わらず、輸出数量は伸び悩み、国内回帰の機運も高まる中で、輸出力の強化が課題。

⚫ 我が国製造業全体の８割を占める企業も、間接的な輸出により裨益。グローバルなイノベーションを実現するス
タートアップの展開に加え、これらの間接輸出企業による直接輸出には、輸出拡大の大きなポテンシャルがある一
方、リソースや情報・ノウハウの不足が課題。

更なる輸出拡大の実現には、間接輸出企業の新規海外展開を後押しすることが有効。

⚫ 競争力のある製造業企業はグローバル展開し、我が国の雇用や投資に貢献しており、無形資産投資も活用し、更
なる成長拡大を実現。

    中堅企業を含む国内企業の競争力を強力に後押しし、グローバルな競争に勝ち抜ける企業の育成を支援。





















特定重要物資のサプライチェーン強靱化の取組

（資料）経済産業省作成。
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特定重要物資として指定された12物資

抗菌性物
質製剤

肥料 永久磁石

工作機械・
産業用ロボッ

ト

航空機の
部品

蓄電池
クラウド
プログラム

可燃性
天然ガス

重要鉱物 船舶の部品
先端電子
部品

半導体

⚫政府は、令和4年12月に特定重要物資として11物
資を指定したほか、令和6年2月に先端電子部品（コ
ンデンサ、高周波フィルタ）・ウラン（重要鉱物の内
数）を追加指定

⚫物資所管大臣は、策定した安定供給確保取組方針
等に基づき、供給確保計画を認定し、安定供給確保
支援法人・安定供給確保支援独立行政法人を通じ
て認定供給確保事業者の取組を支援（助成金等：
1兆358億円（令和4年度第2次補正予算）、
9,172億円（令和5年度補正予算）、2,300億円
（令和6年度予算））

経済安全保障推進法におけるサプライチェーン強靱化スキーム

⚫特定重要物資指定の基本的な方向性等について定めた指針を内閣
総理大臣が作成・閣議決定(①)。

⚫国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活・経済活動が依拠して
いる物資およびその原材料等について、当該物資を政令で指定(②)。

⚫各物資の所管大臣は、具体的な支援措置等を記載した取組方針を
作成(③)。取組方針に基づき事業者が計画を作成・申請(④⑤)し、
主務大臣が認定（事前に内閣総理大臣その他関係行政機関の長に
協議、⑥～⑧）。NEDO・JOGMEC・医薬基盤研(法律上明記)・そ
の他指定法人から基金等による支援を実施(⑨)。

⚫設備投資支援に限らず、備蓄、生産設備の保有等、幅広い措置が
含まれる。

※政令で指定した物資については、事業者に対して、サプライチェーンの状況に関する調査や
アンチダンピング等の貿易救済措置に活用する情報を収集するための調査が可能。

④計画の作成・申請

事業者 物資所管大臣

関係行政
機関の長

内閣総理
大臣

①基本指針を作成・閣議決定
②特定重要物資を政令指定③物資ごとの

 取組方針を作成 ⑥認定の事前協議

⑦(必要な場合)意見
⑧認定

⑤作成・申請

⑥’(必要な場合)事前協議
NEDO/JOGMEC/医薬基
盤研/その他指定法人

⑨基金等による支援
(基盤整備・技術開発等に関
する助成等)


















